
令和８年２月17日
環境省大臣官房環境保健部企画課

熱中症対策室

熱中症対策室から情報提供
（熱中症特別警戒情報の基準変更等について）
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令和７年度 熱中症特別警戒情報・熱中症警戒情報の発表状況

（回）
〇熱中症警戒情報の月別の発表実績

（参考）年度別発表実績（延べ発表回数：同一地域を複数回としてカウント）
令和３年度
4/28～10/27

令和４年度
4/27～10/26

令和５年度
4/26～10/25

令和６年度
4/24～10/23

熱中症特別警戒情報 － － － 延べ発表回数：0回

熱中症警戒情報
延べ発表回数：613回
発表日数：75/183日
発表地域：53/58地域

延べ発表回数：889回
発表日数：85/183日
発表地域：46/58地域

延べ発表回数：1,232回
発表日数：83/183日
発表地域：58/58地域

延べ発表回数：1,722回
発表日数：103/183日
発表地域：51/58地域

熱中症特別警戒情報 熱中症警戒情報

延べ発表回数：0回
延べ発表回数：1,749回
発表日数：111日/183日
発表地域：54地域/58地域

〇発表実績 4/23～10/22（延べ発表回数：同一地域を複数回としてカウント）

出典：令和７年度第１回熱中症
特別警戒情報等に関するワーキ
ング・グループ（令和７年11月
13日開催）資料１
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令和７年度 熱中症警戒情報の発表状況（府県予報区等発表単位別）

(回) 

(回) 

【運用期間】
令和３年度：4/28～10/27、令和４年度：4/27～10/26、令和５年度：4/26～10/25、
令和６年度：4/24～10/23、令和７年度：4/23～10/22 2

令和７年度は過年度と比較して、関東甲信地方、東海地方、
北陸地方、中国地方、四国地方の発表回数が多い。

出典：令和７年度第１回熱中症
特別警戒情報等に関するワーキ
ング・グループ（令和７年11月
13日開催）資料１



熱中症特別警戒情報の発表基準の見直し

都道府県 情報提供地名

青森県 酸ケ湯

岩手県 薮川、区界

福島県 桧原、鷲倉、桧枝岐

栃木県 那須高原、土呂部、奥日光

群馬県 草津、田代

長野県 菅平、軽井沢、開田高原、野辺山

山梨県 河口湖、山中

都道府県 情報提供地点

静岡県 井川

岐阜県 六厩、宮之前

和歌山県 高野山

高知県 本川

長崎県 雲仙岳

熊本県 高森

〇昨年11月から有識者による「熱中症特別警戒情報等に関するワーキング・グループ」を
開催し、来年度の制度運用に向け、各情報提供地点における暑さ指数の傾向を踏まえて、
熱中症特別警戒情報の発表の判断の際に参照しない地点を検討。

〇昨年12月17日に開催された第２回ワーキング・グループにおいて、以下の地点を「参
照しない地点」とし、令和８年度から適用することを了承。
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熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報（令和８年度予定）

熱中症警戒情報 熱中症特別警戒情報
一般名称 熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート
位置づけ 気温が著しく高くなることにより熱中

症による人の健康に係る被害が生ずる
おそれがある場合
(熱中症の危険性に対する気づきを促
す)

＜これまでの発表回数＞
R3: 613回, R4: 889回, R5:1,232回
R6：1,722回, R７: 1,749回

気温が特に著しく高くなることにより熱中症に
よる人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれ
がある場合
(全ての人が、自助による個人の予防行動の実践
に加えて、共助や公助による予防行動の支援)

法改正により、令和６年４月から運用を開始。
現時点まで発表実績なし。

発表基準 府県予報区内の１地点以上で、翌日又
は当日の日最高暑さ指数（WBGT）が
33以上になると予測した場合に該当都
道府県に発表

都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点（気
候変動適応法施行規則の別表情報提供地点の欄
に掲げるものを除く。）※で、翌日の日最高暑
さ指数（WBGT）が35以上になると予測した場
合に該当都道府県に発表
(自然的社会的状況により、熱中症による人の健
康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認
められる場合においても発表)

発表時間 前日17時頃 及び 当日朝５時頃に発表 前日10時頃における翌日の予測値で判断し、
前日14時頃に発表

令和８年度運用期間：令和８年４月22日～令和８年10月21日
※昨年11月から有識者による検討会を開催し、熱中症警戒アラート等の今後の在り方も含めて検証・議論を行い、一部の
情報提供地点について、令和８年度から熱中症特別警戒情報の発表の判断の際に参照しないこととした。 4
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・熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）の運用は、変更ありません。
・熱中症特別警戒情報の発表単位は、都道府県単位で変更ありません。

⇒熱中症特別警戒情報の発表の際に参照しない地点がある地方公共団体も、熱
中症特別警戒情報の通知（気候変動適応法第19条第2項）・伝達（同条第3項）、指定暑熱
避難施設の開放（同法第21条第5項、指定済の場合）を行う必要があります。

・熱中症特別警戒情報の発表の際の環境省の対応、都道府県への連絡・通
知方法についても、今回の基準変更に伴う変更はありません。

※「気候変動適応法施行規則」の改正に伴い、「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針」、熱中症
特別警戒情報の発表時の都道府県への「通知」、「環境省熱中症予防情報サイト」における「気候変
動適応法施行規則」を引用している箇所等は変更します。

地方公共団体における対応への影響

熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）の基準変更に伴い、
「気候変動適応法施行規則」等（※）を改正しますが、熱中症特別
警戒情報発表時の地方公共団体における対応に変更はありません。
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熱中症予防情報サイトアクセス件数

○ 全国841地点の暑さ指数の実況・予測の提供
○ 熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートの発表状況を掲載
○ 指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）リンク集を掲載
○ 熱中症の予防方法や対処方法等を学べる解説コンテンツを掲載
○ 熱中症の予防方法や対処方法を紹介した各種リーフレット、マニュアル類
○ 環境省、関係府省庁の取組を掲載 等

https://www.wbgt.
env.go.jp/

本サイトへのアクセス数は年々増加しており、
令和７年度は累計約1億7千万ビューを記録
（令和６年:約1憶1千万、令和5年:約8千万）

年間アクセス件数（万）

熱中症予防情報サイトでの情報発信
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環境省が運営する「熱中症予防情報サイト」では、熱中症予防に
資する情報を一元的に掲載しています。ぜひご活用ください。
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